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５月３０日（月）開会 

５月３０日（月）閉会 

 

 

 

 



 

出 席 委 員       

委 員 長         神  内     仁 

委    員 

 児  玉    令 江 子 

  木  場  巳  男 

教 育 長        松  井     等 

欠 席 委 員       

委    員 藤  本  英  子 

説明のため会議に出席した者等 

教育部参事 

中央図書館長事務取扱 
馬 場 朋 美   

教育部次長 

総務課長事務取扱 
藤 本 行 治   

教育部次長 

文化財課長事務取扱 
藤 井 雄 三   

学校教育課長 福 田 安 伸   

生涯学習センター副館

長 
川 口 敬 志   

総務課長補佐 諏 訪 真 史   

総務課総務係長 鍵 山 哲 典   

    

    

    

    

    

    

会議録署名委員           児 玉 令 江 子 

事務局担当書記           平 井 賢 太 郎 

【特記事項】 傍聴人なし   

 



 

議 事 日 程      （５月定例会） 

 

日程第１ ４月定例会会議録承認について  

日程第２ 議案第21号 高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について  

日程第３ 報告事項   

 １ 平成２３年第２回高松市議会臨時会提出議案に対する意見の申し

出について 

 

 ２ 市長の学校訪問について  

 ３ 屋嶋城跡調査整備検討委員会委員の委嘱について  

 ４ 平成２４年度使用中学校教科用図書採択について  

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

【平成２３年５月３０日（月） 議 事 内 容】 

 

午前９時３０分 開会               

 

委員長が，会議録の署名委員に児玉委員を指名。 

 

日程第１ ４月定例会会議録承認について 

 

委員長が，４月定例会会議録承認について各委員に諮り，原案のとおり可決。 

 

 

日程第２ 議案第２１号 

   議案第２１号 「高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について」 

 

生涯学習センター副館長から，高松市生涯学習センター等運営協議会委員の退任に伴

い，後任の委員を委嘱することについて説明。 

 

＜質疑＞ 

（発言する者なし） 

 

委員長が，各委員に諮り，原案のとおり可決。 

 

 

日程第３ 報告事項 

   報告事項１ 「平成２３年第２回高松市議会臨時会提出議案に対する意見の申し出に

ついて」 

 

総務課長から，市長より意見聴取のあった平成２３年第２回高松市議会臨時会提出議案

に対する意見について，教育長の代決により「意見は特にない」旨で回答したことについ

て報告。 



 

＜質疑＞ 

○ 委  員  今回の引下げは，教育長だけの措置ですか。 

○ 総務課長  今回は，特別職のみであり，事務局の職員は対象ではありません。 

 

 

   報告事項２ 「市長の学校訪問について」 

 

学校教育課長から，平成２３年度の市長の学校訪問の訪問校，訪問内容および日程に

ついて説明。 

  

＜質疑＞ 

○ 委 員 長  市長は，幼稚園や中学校には訪問されないのですか。 

○ 学校教育課長  市長には，要望は伝えておりますし，幼稚園については，こども園運 

営課からも依頼をしていますが，まずは，先に小学校に行ってからということのよ 

うです。 

○ 委  員  市長の日程調整は，教育委員会が行っているのですか。 

○ 学校教育課長  学校訪問の日程を秘書課に伝え，秘書課が調整し，市長が訪問する日 

を決定しています。    

○ 委 員 長  市長にこれだけの時間を取ってもらうのも大変だと思います。 

 

 

   報告事項３ 「屋嶋城跡調査整備検討委員会委員の委嘱について」 

 

文化財課長から，屋嶋城跡調査整備検討委員会委員の退任に伴い，後任の委員を委嘱

したことについて報告。 

  

＜質疑＞ 

○ 委  員  石垣部分は，もう完全に積み上がったのですか。 

○ 文化財課長  今年度から積み上げていく予定で，平成２６年度に完成予定です。    

○ 委 員 長  公式な屋嶋城の読み方は，「やしまのき」と読むのですね。 



 

○ 文化財課長  おおよそ，城を「き」と読むのは古代，「じょう」は中世，「しろ」は近 

世以降の山城に使っている読み方と言われております。 

 

 

委員長が，日程第３ 報告事項４について，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１３条第６項の規定により，会議は公開しないことを各委員に諮り，非公開とすることに決

する。 

 

 

  報告事項４ 「平成２４年度使用中学校教科用図書採択について」 

 

＜非公開審議，内容不記載＞ 

 

 

午前９時５１分 閉会 

 

 

議決事項 

「高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について」 

 


